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単位 福島県 全国 順位 統計年月日

土地 面積 k㎡ 13,784.39 377,975.64 3 R6.10.1

人口 人 1,742,852 123,801,750 21 R6.10.1

人口密度 人（１k㎡当たり） 126.4 327.5 40 R6.10.1

年少人口割合 ％（15歳未満÷総人口） 10.6 11.2 36 R6.10.1

生産年齢人口割合 ％（15～64歳÷総人口） 55.8 59.6 29 R6.10.1

老年人口割合 ％（65歳以上÷総人口） 33.7 29.3 17 R6.10.1

総世帯数 世帯 798,738 60,779,141 24 R6.1.1

一世帯当たり人員 人 2.25 2.05 9 R6.1.1

合計特殊出生率 － 1.21 1.20 35 令和5年

医師数 人（１０万人当たり） 218.7 262.1 42 R4.12.31

医療施設数 施設（１０万人当たり） 130.6 144.6 34 R5.10.1

耕地面積 百ｈａ 1,337 42,720 7 R6.7.15

農業産出額 億円 2,163 95,543 16 令和5年

販売農家数 戸 41,060 1,027,892 3 R2.2.1

事業所数 事業所 3,914 223,391 20 R5.6.1

従業者数 人 154,852 7,751,935 20 R5.6.1

製造品出荷額等 億円 54,994 3,617,749 23 令和4年

事業所数 事業所 19,975 1,228,920 18 R3.6.1

従業者数 人 152,062 11,397,130 21 R3.6.1

年間商品販売額 億円 46,513 5,398,139 20 令和2年

一人当たり県民所得 千円 2,921 3,330 25 令和3年度

県内総生産（名目） 億円 78,447 5,773,513 21 令和3年度

県普通会計歳入決算額 百万円 1,257,263 58,489,022 12 令和5年度

県普通会計歳出決算額 百万円 1,224,298 56,647,303 11 令和5年度

県財政力指数 － 0.505 0.478 20 令和3～5年度

Ⅴー１　福島県の状況

項　　　　目

人口

医療

農林
水産業

工業

財政

所得

商業
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区分 福島県 全国 順位 統計年月日

道路 道路延長（国道、県道、市町村道） 39,126km 1,231,085km 7 R5.3.31

道路改良率（国道、県道、市町村道） 62.8% 63.3% 28 R5.3.31

道路整備状況 一般国道（県管理分） 84.4% 93.3% 38 R5.3.31

（改良率） 主要地方道 78.6% 80.3% 27 R5.3.31

幅員5.5m以上 一般県道 53.3% 64.2% 36 R5.3.31

県道計 64.6% 71.3% 33 R5.3.31

市町村道 13.7% 60.3% 29 R5.3.31

道路整備状況 一般国道（県管理分） 77.5% 93.6% 42 R5.3.31

（舗装率） 主要地方道 71.9% 76.7% 34 R5.3.31

簡易舗装含まない 一般県道 43.9% 59.1% 40 R5.3.31

県道計 56.5% 67.0% 38 R5.3.31

市町村道 11.9% 19.8% 36 R5.3.31

歩道設置道路実延長 4652.0km 184,671km - R5.3.31

無電柱化整備延長 48.2km － - R7.3.31

河川港湾 河川改修率 49.0% － - R7.3.31

92.0% － - R7.3.31

土石流危険渓流整備率 22.1% － - R7.3.31

地すべり危険箇所整備率 44.4% － - R7.3.31

急傾斜地崩壊危険箇所整備率 37.9% － - R7.3.31

都市 都市計画街路整備率 69.8% 68.3% 19 R6.3.31

15.1㎡ 12.7㎡ 17 R6.3.31

56.5% 81.8% 41 R7.3.31

87.9% 93.7% 33 R7.3.31

建築 87.1% 87.0% - H30.10.1

43.2% 42.0% - H30.10.1

38.0% － - H30.10.1

37.4% － - R6.3.31

住宅の利活用期間 約31.5年 － - H30.10.1

都市計画区域人口１人当たりの都市公園面積

指　標　項　目

汚水処理人口普及率

新築住宅における住宅性能表示の実施率

一定の省エネルギー対策を講じた住宅の比率

高齢者の居住する住宅の一定のバリアフリー化率

新耐震基準（昭和５６年基準）が求める耐震性を有する
住宅ストックの比率

Ⅴー２　福島県の社会資本整備状況

海岸保全整備率
（水管理・国土保全局、港湾局、水産庁）

下水道処理人口普及率
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（単位:百万円）

受賞・表彰名 工事名等 箇所 所在地 事業費 事業内容

東北地方整備局
管内業務発表会

奨励賞

住民説明会へのCIMの活用につい
て
～住民との円滑な合意形成に向け
て～

喜多方西会津線 - - マネジメント

道路橋りょう整備（交付）工事（改良
舗装）

国道３４９号 二本松市杉沢地内 109 改良舗装工

道路橋りょう維持（災防）工事（落石
対策）

小栗山宮下線
大沼郡三島町大字桑原
地内

288
高エネルギー吸収型落
石防護柵設置工

道路橋りょう整備（交付）工事（道路
改良）

国道３９９号
いわき市平並木の杜地
内

122 道路改良工

道路橋りょう整備（再復）工事（改良
舗装）

小野富岡線
双葉郡川内村大字下川
内地内

174 改良舗装工

道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁
上部）

小野富岡線
双葉郡川内村大字上川
内地内

963 橋梁上部工

河川（補助）工事（護岸） 滝川筋
伊達郡国見町大字徳江
地内

145 築堤護岸工

河川災害復旧助成工事（樋門工） 好間川筋
いわき市好間町中好間
字下川原地内(金子沢樋
門)

474 樋門・樋管本体工

砂防（交付）工事（擁壁） 北表１号地区
郡山市田村町谷田川地
内

93 重力式擁壁工

道路橋りょう維持（維補）工事（舗装
補修）

国道３４９号
伊達郡川俣町飯坂諏訪
山地内

54 舗装補修工

道路橋りょう維持（維補）工事（舗装
補修）

石川矢吹線外
西白河郡矢吹町明新中
地内

60 舗装補修工

道路橋りょう維持（維補）工事（舗装
補修）

会津若松裏磐梯
線

会津若松市河東町八田
地内

52 舗装補修工

道路橋りょう維持(災防)工事（道路
改良）

豊間四倉線
いわき市平藤間字鯨地
内

123 道路改良工

安積中高一貫校整備（建築）工事 安積中学校 郡山市開成５丁目地内 1,419 建築工事

岩瀬農業高校大規模改造工事（建
築・２期）

岩瀬農業高等学
校

岩瀬郡鏡石町桜町地内 134 建築工事

南会津高校環境科学室新築等（建
築）工事

南会津高校(田
島･南会津統合
校)

南会津郡南会津町田島
字田部原地内

155 建築工事

くろがね小屋商用電源引込工事 くろがね小屋
二本松市永田字長坂国
有林地内

640 高圧ケーブル埋設

白河実業・塙工業統合校実習棟新
築（機械）工事

白河実業高等学
校

白河市瀬戸原地内 317 機械設備工

双葉地区特別支援学校移転新築
（機械）工事

ふたば支援学校
双葉郡楢葉町大字井出
字上ノ岡地内

703 機械設備工

県営住宅改善工事（内部改善・建
築）

県営錦町団地 会津若松市錦町地内 50 内部改善工事

県営住宅改善工事（外壁改修外） 鯨岡団地
いわき市平鯨岡字河端
地内

147 改修工

漁港災害復旧工事（海岸堤防） 松川浦漁港海岸 相馬市磯部地内 353 海岸堤防工

Ⅴ－３　　令和７年度 受賞・表彰事業一覧

福島県優良
土木・建築
工事表彰
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（単位:百万円）

受賞・表彰名 工事名等 箇所 所在地 事業費 事業内容

南会津高校環境科学室新築等（建
築）工事

南 会 津 高 校 ( 田
島 ･ 南 会 津 統 合
校)

南会津郡南会津町田島
字田部原地内

13 屋根工事

双葉地区特別支援学校移転新築
（機械）工事

ふたば支援学校
双葉郡楢葉町大字井出
字上ノ岡地内

15
冷暖房設備・換気設備
のダクト工事

県営住宅改善工事（外壁改修外） 鯨岡団地
いわき市平鯨岡字河端
地内

9 塗装工事

地質調査業務委託（道改・改良） 国道３４９号
伊達市梁川町五十沢地
内

5 地質調査

地質調査業務委託（道整・交付） 矢吹天栄線 白河市大信町屋地内 7 地質調査

橋梁点検業務委託（道維・維補） 国道１２１号外
河沼郡湯川村大字湊地
内外

29 橋梁点検

地質調査業務委託（道整・再復） 浪江三春線
双葉郡葛尾村大字葛尾
字小出谷地内

124 地質調査

地質調査業務委託（河改・改良） 新川筋外
いわき市内郷内町堤田
地内外

46 地質調査

測量業務委託（砂防・補助） 西根川
南会津郡南会津町宮里
地内

28 用地測量

測量設計業務委託（単災調査）
湯野上会津高田
線

南会津郡下郷町大字湯
野上地内

20 路線測量

測量業務委託（道整・帰還） 井手長塚線
双葉郡双葉町大字寺沢
地内

21 用地測量

設計業務委託（道改・改良）
上名倉飯坂伊達
線

福島市飯坂町平野地内 10 道路詳細設計

測量設計業務委託（河改・ふなっこ） 常夏川筋 郡山市湖南町赤津地内 7 落差工付帯施設設計

測量設計業務委託（道整・交付） 国道２８８号
郡山市富久山町福原地
内

12 3次元モデル作成

河川整備計画策定業務委託（河改・
改良）

阿武隈川外
西白河郡矢吹町明新東
地内外

11 河川整備計画策定

測量設計業務委託（道改・改良） 別舟渡線
河沼郡会津坂下町大字
束松地内

48 道路詳細設計

測量設計業務委託（道維・災防） 国道４５９号
耶麻郡北塩原村大字大
塩地内

9 道路詳細設計

設計業務委託（道維・長寿） 国道１２１号
喜多方市熱塩加納町熱
塩地内

29 橋梁詳細設計

設計業務委託（道維・補助） 国道２５２号
南会津郡只見町大字田
子倉地内

77 構造物補修設計

設計業務委託（道維・維補） 原町川俣線外
南相馬市原町区深野地
内外

26 橋梁補修設計

設計業務委託（下水整備・交付） 保原幹線外
伊達郡桑折町大字上郡
地内外

40 下水道詳細設計

郡山東高校大規模改修工事設計委
託

郡山東高校 郡山市山根町　地内 6 建築設計

福島県土木部
優良下請企業

表彰

福島県優良
土木・建築

委託業務表彰
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Ⅴ－４ 建設行政をめぐる新たな動き 
 

 

１．計画に関する事項 

(1)福島県総合計画の策定 

福島県では、東日本大震災・原子力災害からの復興・再生に向けて、総合計画「ふくしま新生

プラン」を平成24年12月に策定し、「夢・希望・笑顔に満ちた“新生ふくしま”」を基本目標

に掲げ、一歩ずつ復興の歩みを進めてきました。 

一方で、復興の進捗に伴う新たな課題の顕在化、人口減少、令和元年東日本台風等の頻発化・激

甚化する自然災害、新型コロナウイルス感染症などは、復興・再生と地方創生に大きな影響を及ぼ

しています。 

このような状況下においても、切れ目なく着実に復興・創生の歩みを進め、みんなで創り上げる

ふくしまの将来の姿として「ひと」「暮らし」「しごと」が調和しながらシンカ（深化、進化、新

化）する豊かな社会を実現するため、“世代を超えてつなぐ、ありたいふくしま”をイメージに「や

さしさ、すこやかさ、おいしさあふれるふくしまを共に創り、つなぐ」を基本目標とした「福島県

総合計画」を令和３年９月に策定しました。 
 

(2)第２期福島県復興計画の策定 
    復興計画は、平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震やその余震、それに伴う大

津波、東京電力福島第一原子力発電所事故と風評、さらに、東京電力福島第一原子力発電所事

故が収束しない中で発生した新潟・福島豪雨などの一連の災害からの復興に向けて、必要とな

る取組を総合的に示す計画です。 

これまで、復興にあたっての基本的な方向を示した「復興ビジョン」（平成23年８月策定）

及び「復興計画」（１次～３次）に基づき復興・再生に取り組んできましたが、着実に成果が

現れてきた一方で、復興の進展に伴い新たな課題が顕在化するなど、いまだ深刻で複雑な課題

が山積しています。 

今後も、国・市町村と連携して復興・再生を切れ目なく着実に進めていくことを目指し、第

２期福島県復興計画を令和３年３月に策定しました。 

 
(3)「福島県国土強靱化地域計画」について 

  法定計画である国土強靱化地域計画とは、どのような大規模自然災害等が起こっても機能不全に

陥らず、いつまでも元気であり続ける「強靱な地域」をつくりあげるプランであり、強靱化に関す

る事項については、地域防災計画をはじめ、行政全般に関わる既存の総合的な計画に対しても基本

の指針となるものです。 

  本県の国土強靱化地域計画は、東日本大震災から得た教訓を踏まえ、いかなる大規模自然災害が

発生しようとも、「致命的な被害を負わない強さ」と「速やかに復旧・復興できるしなやかさ」を

備えた強靱な県土・地域社会を構築し、安全で安心な県づくりを推進するため、平成30年１月に策

定し、これまで令和３年４月に、令和元年東日本台風等の検証等を踏まえ、防災・減災、国土強靱

化のさらなる加速化・深化を図るための改定を、令和５年３月に、脆弱性評価（課題）や社会情勢

等の変化（新型コロナ、ＤＸ等）を踏まえた改定を行ってきました。 

  また、令和５年６月に国土強靱化基本法が改正、７月に国土強靱化基本計画が改定され、国の国
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土強靱化施策として「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」、「防災・減災、国土強

靱化のための５か年加速化対策」に続き、中長期的な見通しに基づき、引き続き計画的かつ着実に

さらなる国土強靱化を推進するため、令和７年６月に基本計画の施策の実施に関する中期的な法定

計画である「第１次国土強靱化実施中期計画」が決定されたことを踏まえ、令和８年３月に新たな

福島県国土強靱化地域計画を策定しました。 
 
(4)ふくしま創生総合戦略の策定 

平成27年に「福島県人口ビジョン」及び「ふくしま創生総合戦略」を策定し、これまで10

年間の地方創生の取組を踏まえ、福島で生まれ、学び、働き、暮らすことを誇りに感じられる

県づくりを進めるため、『連携・共創による「福島ならでは」の県づくり』を基本理念に、新

たな「ふくしま創生総合戦略」を令和７年３月に策定しました。 

基本目標として、（１）一人ひとりの夢や希望がかなう社会をつくる（ひと）、（２）あら

ゆる人が安心して豊かに過ごすことができる暮らしをつくる（暮らし）、（３）若者や女性を

はじめ誰もがいきいきと活躍できる仕事をつくる（しごと）、（４）国内外から福島への新し

い人の流れをつくる（人の流れ）を設定し、４つの基本目標ごとに実施する以下の基本施策を

積極的に推進します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)福島県土木・建築総合計画～安全・安心、豊かさを次代につなぐ県土づくり～について 

・概要 

東日本大震災及び原子力災害、気候変動による自然災害の激甚化、新型コロナウイルスの世

界的なまん延など、本県を取り巻く環境が大きく変化しています。 

これらの社会経済情勢を踏まえ、令和３年10月に策定された福島県総合計画を具現化する

ための部門別計画として、「福島県土木・建築総合計画」を令和３年12月に策定しました。 
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・計画の期間 

   30年後を見据え、令和４（2022）年度から令和12（2030）年度までを計画期間とし、計画に

掲げた目標や施策の進行状況、指標の達成状況について、計画中間年の翌年度である令和８年

度に評価を行い、建設行政運営の改善を図ります。 

 ・基本目標 

    

 

 

 ・ありたい姿を実現するための施策 

  新たな課題や時代潮流に対応し、30年後のありたい姿を実現するため、「安全・安心、豊かさ

を次代につなぐ県土づくり」を基本目標に、７つの目標と14の施策を設定するとともに、地域別

計画で具体的な取組を位置付け、本県建設行政をしっかりと推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・指標一覧 

 目標１ 震災復興 

No. 施策 指標名 
現状 

（R2） 
中間 

（R7） 
目標 

（R12） 
総合計画 

1 1-1 ふくしま復興再生道路（8路線29工区）
の整備完了率 48% 100% 100% ○ 

2 1-1 

被災12市町村の復興に係る道路（特定
復興再生拠点、福島イノベーション・
コースト構想の関連施設へのアクセス
等）の整備完了率 

0% 100% 100%  

 

 目標２ 水災害に強い県土 

No. 施策 指標名 
現状 

（R2） 
中間 

（R7） 
目標 

（R12） 
総合計画 

3 2-1 過去の水害を踏まえた治水対策により
浸水被害が解消する家屋数 - 9,000戸 11,000戸 ○ 

4 2-1 土砂災害から保全される人家戸数 15,061戸 16,305戸 17,501戸 ○ 

5 2-1 土砂災害から保全される要配慮者利用
施設の率 56% 72% 86% ○ 

6 2-1 土砂災害警戒区域指定率 79% 96% 100%  

１ 震災復興 
 ①東日本大震災からの復興 
２ 水災害に強い県土 
 ②治水対策の推進 
３ 安全・安心 
 ③自然災害対策の推進 
 ④地震対策・耐震化の推進 
 ⑤老朽化対策・適切な維持管理 
 ⑥交通安全対策・過疎・中山間地域の交通対策 
４ 地方創生・にぎわい創出・健康  
 ⑦移住・定住、二地域居住、空き家対策の推進 
 ⑧快適な都市空間の形成 
 ⑨良質な住環境の整備 

５ 環境・再生可能エネルギー
⑩脱炭素社会、循環型社会、自然共生社会形成の推進

６ 産業振興
⑪広域道路ネットワークの整備
⑫地域道路ネットワークの整備
⑬港の整備

７ 持続可能な建設産業
⑭DX推進等による建設産業の環境改善

     ＜基本目標＞ 

安全・安心、豊かさを次代につなぐ県土づくり 

７つの目標と１４の施策 
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7 2-1 土砂災害に対する警戒避難を促す現場
標識の設置率 8% 65% 100% ○ 

8 2-1 
流域治水の取組において、洪水時の住
民避難を促す洪水浸水想定区域図の作
成が必要な440河川の作成率 

7% 50% 100% ○ 

9 2-1 
下水道雨水計画を有する22市町村（R2
時点）のうち浸水時の住民避難を促す
内水ハザードマップを作成した割合 

18% 63% 100% ○ 

 

 目標３ 安全・安心 

No. 施策 指標名 
現状 

（R2） 
中間 

（R7） 
目標 

（R12） 
総合計画 

10 3-1 
災害発生時に緊急物資等を輸送する道
路において、落石等の対策が必要な危
険個所の対策率 

75% 100% 100%  

11 3-1 市街地等における無電柱化整備率 46% 51% 57% ○ 

12 3-1 雪崩や地吹雪のおそれのある危険箇所
の解消率 34% 36% 37%  

13 3-2 

災害発生時に緊急物資等を輸送する道
路において、大規模地震後に速やかな
機能回復ができる性能を確保した橋梁
の整備率 

43% 68% 100% ○ 

14 3-2 住宅の耐震化率 87% 
（H30） 95% 概ね解消  

15 3-3 

早急に対策を講ずべき橋梁・トンネル
の修繕措置率 
１巡目法定点検（H26〜H30）で判定区
分Ⅲ 

17% 100% - ○ 

16 3-3 

早急に対策を講ずべき橋梁・トンネル
の修繕措置率 
２巡目法定点検（R1〜R5）で判定区分
Ⅲ 

- 40% 100% ○ 

17 3-4 通学路における安全対策の完了率 49% 62% 75% ○ 

18 3-4 ユニバーサルデザインに配慮した歩道
の整備率 67% 68% 69%  

19 3-4 すれ違い困難箇所の解消率（日常的に
通行に使用する21箇所） 0% 67% 100% ○ 

 

目標４ 地方創生・賑わい創出・健康 

No. 施策 指標名 
現状 

（R2） 
中間 

（R7） 
目標 

（R12） 
総合計画 

20 4-1 空き家の活用等累計戸数 366戸 700戸 1,000戸 ○ 

21 4-2 市街地内の都市計画道路（幹線道路）
の整備延長 334.8km 338.5km 344.6km ○ 

22 4-2 一人当たりの都市公園面積 14.2m2/人 
（R1） 14.9m2/人 15.2m2/人 ○ 

23 4-3 県営住宅のバリアフリー化率 38% 46% 53%  

24 4-3 省エネ改修による既存住宅の年間CO2
排出削減量 277t 600t 1,000t ○ 
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 目標５ 環境・再生可能エネルギー 

No. 施策 指標名 
現状 

（R2） 
中間 

（R7） 
目標 

（R12） 
総合計画 

25 5-1 汚水処理人口普及率 83.7% 
（R1） 93.3% 97.4% ○ 

26 5-1 
再エネ・省エネ技術の導入による県管
理施設（県有建築物・道路・都市公園）
の年間CO2排出削減量 

836t 2,154t 2,654t ○ 

 

目標６ 産業振興 

No. 施策 指標名 
現状 

（R2） 
中間 

（R7） 
目標 

（R12） 
総合計画 

27 6-1 30分以内にインターチェンジにアクセ
スできる市町村数 51 53 53 ○ 

28 6-1 七つの地域の主要都市間の平均所要時
間 86分 84分 82分 ○ 

29 6-1 
広域道路において、国際海上コンテナ
車（40ft背高）が許可なく通行できる延
長の割合 

70% 75% 77%  

30 6-2 渋滞対策実施箇所率 15% 22% 30%  

31 6-2 観光地へのアクセス道路の整備率 15% 77% 100%  

32 6-2 外国人旅行者にわかりやすい標識整備
率 79% 100% 100%  

33 6-2 自転車道の整備率 88% 90% 91%  

34 6-3 小名浜港・相馬港の年間総貨物取扱量 23,335 
千トン 

25,900 
千トン 

28,600 
千トン ○ 

35 6-3 小名浜港・相馬港の年間コンテナ貨物
取扱量 18,466TEU 25,000TEU 26,500TEU ○ 

 

目標７ 持続可能な建設産業 

No. 施策 指標名 
現状 

（R2） 
中間 

（R7） 
目標 

（R12） 
総合計画 

36 7-1 ICT活用工事実施率 20% 40% 50%  

37 7-1 建設業の総実労働時間/月の削減 169h/月 160h/月 152h/月  

 

 (6)「第２次ふくしま建設業振興プラン」について 

福島県の基幹産業である建設業は、社会資本の整備や、維持管理、除雪、災害対応などを担い、

さらには、雇用の受け皿となるなど、県民の安全・安心な暮らしを支えるうえで必要不可欠な地域

の守り手としての役割を果たしています。 

本計画は、県内建設業の現状を考慮したうえで、建設業を取り巻く情勢の変化に対応しながら、

建設業の振興に向けた課題解決型の取組を展開していくために、今後取り組むべき課題と計画期間

における取組の指針となる基本目標を改めて整理し、将来にわたり建設業が持続可能で活力ある産

業となるよう、県が取り組む建設業振興施策の基本計画として令和４年３月に策定しました。 
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(7)「ふくしま道づくりプラン」について 

平成25年３月に「ふくしま道づくりプラン（復興計画対応版）」を策定し、東日本大震災及び新

潟・福島豪雨災害からの復旧・復興を成し遂げるための道づくりを進めてまいりました。 
今年度策定した上位計画である福島県土木・建築総合計画にあわせ、復興の進展や人口減少、少

子高齢化、高まる自然災害リスクへの対応、カーボンニュートラルやデジタル技術の進展によるＤ

Ｘの推進など、道路を取り巻く時代潮流を踏まえ、令和４年３月に新たな「ふくしま道づくりプラ

ン」を策定したところであり、基本目標である『安全・安心な、活力ある未来へつなぐ道づくり』

の実現を目指し、８つの施策の柱により、新しい時代にふさわしい道づくりを進めてまいります。 
 

(8)住宅・建築物の耐震化の促進について 

  「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、平成18年度に策定した「福島県耐震改修

促進計画」により、住宅及び多数の者が利用する一定規模以上の建築物の耐震化に取り組んで

きました。 

 また、平成23年に発生した東日本大震災では、福島県を含む極めて広範囲において、住宅・

建築物が甚大な被害を受けたため、国は平成25年に法律を改正し、今後、発生が予想される大

地震に備え、住宅・建築物のより一層の耐震化に取り組んでいくこととしました。 

この法改正を受け、県においても改定した「福島県耐震改修促進計画」に基づき、県内の住

宅・建築物の耐震診断や耐震改修の促進に向けた取組を充実・強化し、地震に対する安全性・

防災性の向上に努めます（令和３年12月20日改定）。 

【民間の住宅・建築物の耐震化への支援】 

○不特定多数の者が利用する大規模建築物の耐震設計・耐震改修等に取り組む市町村への補

助 

○県が指定する防災拠点建築物、避難路沿道建築物の耐震設計・耐震改修等に取り組む市町

村への補助 

○木造住宅の耐震診断及び補強計画の策定に取り組む市町村への補助 

○木造住宅の耐震改修等に取り組む市町村への補助 

○ブロック塀等の安全対策に取り組む市町村への補助 

 

 

２．財源に関する事項 

(1)社会資本整備総合交付金について 

国では、地方公共団体が行う社会資本整備について、これまでの個別補助金を原則廃止し、 
基幹となる事業（基幹事業）の実施のほか、これと合わせて関連する社会資本整備や基幹事業

の効果を一層高めるための事業を一体的に支援するため、地方公共団体にとって自由度の高

い総合交付金を、平成22年度に創設しました。 
 【交付対象】 都道府県及び市町村 
 【交付期間】 概ね３～５年 
 【交付対象事業】 国土交通省が所管する住宅・社会資本整備に関する事業全般 

  ① 基幹事業 
        計画の目標を達成するため基幹的な事業として実施する事業 
          道路事業、港湾事業、河川事業、砂防事業、水道・下水道事業、海岸事業、 

219



     都市再生整備計画事業、広域活性化事業、都市公園・緑地等事業、市街地整備事業、 

     地域住宅計画に基づく事業、地域の住環境整備事業など 
  ② 関連社会資本整備事業 
        計画の目標を達成するため基幹事業と一体的に実施することが必要な社会資本整備事業

  ③ 効果促進事業 
        計画の目標を達成するため基幹事業と一体的となってその効果を一層高めるために必要

    な事業 

  ④ 社会資本整備円滑化地籍整備事業 

    社会資本整備計画の目標を実現するため基幹事業に先行し又は併せて実施する地籍調査 

 【交付率】 現行の事業で適用される国費率を基本 
   使い勝手の向上、客観・透明性の向上等 
  ① これまで事業別にバラバラで行ってきた関係事務を一本化・統一化 
  ② 計画に位置付けられた事業の範囲内で、自治体が国費を自由に充当可能 
  ③ 客観性・透明性の確保（評価やチェックの確保） 
   ・ 地方公共団体は、計画及びその進捗状況を公表 
   ・ 計画期間の終了後は、地方公共団体自ら事後評価を行って公表 
     上記対象事業のうち、東日本大震災に関連する復旧・復興事業（「東日本大震災からの復興

の基本方針」に該当するもの）について、地方負担額は震災復興特別交付税により手当され、

実質的には地方負担がゼロとされました。 
 

(2)防災・安全交付金について 
国では、地方公共団体が実施する地域の防災・減災、安全を実現する取組について、平成24年

度補正予算より、これらに特化した交付金である防災・安全交付金により支援します。 

 ※ 計画期間３～５年 
 ※ 地方公共団体が単独で、又は共同して整備計画を策定 
 ※ 地域の防災性・安全性の向上を測るアウトカム指標を掲げる。 
 ※「避難確保計画未策定の要配慮者利用施設が存在」かつ「避難行動要支援者名簿に記載等され 

た情報を未提供」の自治体が含まれる整備計画については、令和５年度以降、段階的に重点 
配分の対象外とされた。 

   ※「立地適正化計画を作成・公表しておらず、立地適正化計画の作成に向けた具体的な取組を開

始・公表もしていない自治体」が交付対象である要素事業は、令和７年度以降、重点計画内

の事業である場合も原則として重点配分の対象外となる。 
【交付対象事業】 
 ・地域における事前防災・減災対策 
 ・地域における老朽化対策 
 ・地域における総合的な生活空間の安全確保 

  【交付率】 現行の事業で適用される国費率を基本 

  【特 徴】 

   ・防災・減災、安全を実現するメニューに特化 

   ・対策の一層の充実のため、交付金の支援対象メニューを拡充 
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(3)県土の国土強靱化に向けた取組について 

●「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（令和２年12月11日閣議決定） 

気候変動に伴い激甚化・頻発化する気象災害や切迫する大規模地震、また、メンテナンス

に係るトータルコストの増大のみならず、社会経済システムを機能不全に陥らせるおそれの

あるインフラの老朽化から、国民の生命・財産を守り、社会の重要な機能を維持することが

できるよう、防災・減災、国土強靱化の取組の加速化・深化を図るため、「激甚化する風水

害や切迫する大規模地震等への対策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向け

た老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等の推進」

を柱とし、令和７年度までの５か年に重点的・集中的に対策が講じられました。 

【重点的に取り組む対策・事業規模】 

 ○対策数：123対策 

 ○追加的に必要となる事業規模：おおむね15兆円程度を目途 

  ①激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策（78対策） 

   ・人命・財産の被害を防止・最小化するための対策（50対策） 

   ・交通ネットワーク・ライフラインを維持し、国民経済・生活を支えるための対策 

（28対策） 

 ②予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策（21対策） 

 ③国土強靱化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等の推進（24対策） 

  ・国土強靱化に関する施策のデジタル化（12対策） 

  ・災害関連情報の予測、収集・集積・伝達の高度化（12対策） 

 

●「第１次国土強靱化実施中期計画」 

近年の災害の発生状況や５か年加速化対策等の効果をふまえ、災害外力・耐力、社会状況、事

業実施環境の３つの変化に対応しながら、防災・減災、国土強靱化の取組を切れ目なく推進する

ため、「防災インフラの整備・管理」「ライフラインの強靱化」「デジタル等新技術の活用」「官

民連携強化」「地域防災力の強化」の各柱より、推進が特に必要となる施策について、令和８年

度から令和12年度までの５年間に重点的・集中的に対策が講じられます。 

 

 (4)緊急防災・減災事業債について 

東日本大震災を教訓として、全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災・

減災のための地方単独事業を早急に進めるため、緊急防災・減災事業債が創設（平成23年度）

されました。 

なお、自然災害の激甚化・頻発化に対応するため、防災・減災、国土強靱化の取組を一層

推進できるよう、対象事業を拡充した上で、事業期間が令和12年度まで５年間延長されまし

た（令和７年12月26日）。 

〈対  象〉都道府県および市町村（一部事務組合等含む） 

〈事業期間〉令和８年度～令和12年度 

〈対象事業〉大規模災害時の防災・減災対策のために必要な施設の整備 

大規模災害に迅速に対応するための情報網の構築 

津波対策の観点から移転が必要と位置付けられた公共施設等の移設 

地域防災計画上に定められた公共施設等の耐震化 等 
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    〈起債充当率〉100% 

    〈交付税措置率〉70% 

 

(5)公共施設等適正管理推進事業債について 

 平成29年度地方債同意等基準（平成29年総務省告示第139号）等に定めるとおり、地方公

共団体が公共施設等総合管理計画等に基づき、公共施設等の適正管理に取り組んでいけるよ

う、従来の公共施設最適化事業債について、長寿命化事業を追加するなど内容を拡充した、

公共施設等適正管理推進事業債が創設（平成29年度）されました。 

    公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画等に位置づけられた事業が対象になって

います。 

    なお、公共施設の長寿命化や脱炭素化の取組等の支援のため、対象事業及び事業費の拡充

の上、事業期間が延長されました（令和３年12月24日）。 

    〈対  象〉都道府県及び市町村 

    〈事業期間〉令和４年度～令和８年度 

    〈対象事業〉道路：舗装表層、小規模構造物、法面・斜面の小規模対策 

河川管理施設：護岸・堤防の改修事業、排水機場、水門、樋門・樋管、ダム周

辺設備等の改修事業 

砂防関係施設：砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設の改修事業 

海岸保全施設：堤防、水門・陸閘等の改修事業 

港湾施設：水域施設、外郭施設、係留施設及び臨港交通施設の改修事業 

漁港施設：国庫補助事業の要件を満たさない比較的小規模な漁港における以下

の施設の改修事業（外郭施設、係留施設、水域施設、輸送施設（道

路及び橋に限る。）、漁港施設用地（用地護岸及び人工地盤に限

る。）、漁港浄化施設 

公園施設：国庫補助事業の要件を満たさない以下の事業（2ha未満の都市公 

（令和元年度～） 園における公園施設の改築（遊戯施設の改築を除く）、公園施設 

の改築で総事業費が３千万円（都道府県にあっては６千万円）× 

事業年数未満） 

    〈対象事業の拡充（令和４年度から適用）〉 

          河川管理施設：ダム（本体、放流設備） 

空港施設：基本施設（滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン、空港用地）、 

付帯施設（排水施設、護岸、道路、橋） 

    〈起債充当率〉90% 

    〈交付税措置率〉財政力に応じて、30%～50% 

 

(6)緊急自然災害防止対策事業債について 

 地方が単独事業として実施する防災インフラの整備を強力に推進するため、総務省は令和

元年に充当率100％、交付税措置率70％という地方負担を極限まで軽減した｢緊急自然災害防

止対策事業債｣を創設しました。 

自然災害の激甚化・頻発化に対応するため、防災・減災、国土強靱化の取組を一層推進で

きるよう、対象事業を拡充した上で、事業期間が令和12年度まで５年間延長されました（令

和７年12月26日）。 

  〈対  象〉緊急自然災害防止対策事業計画に基づき実施される地方単独事業 

    〈事業期間〉令和８年度～令和12年度 

    〈対象事業〉道路防災（法面・盛土対策・冠水対策等）、河川、治山、砂防、地すべり、
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急傾斜地崩壊、農業水利防災、港湾・漁港防災等 

〈対象事業の拡充（令和３年度から適用）〉※令和７年度から適用 

河川事業（ダム施設改良、ダム下流河道整備、貯水池保全） 

流域治水対策（支流対策、外水氾濫対策、内水氾濫対策（下水道）、 

農業水利施設・林道、都市公園） 

道路防災（小規模事業、橋梁・道路の洗掘・流失対策、※路盤改良） 

    〈起債充当率〉100% 

    〈交付税措置率〉70% 

 

(7)緊急浚渫推進事業債について 

 令和元年東日本台風等による河川氾濫等の大規模な浸水被害等が相次ぐ中、被災後の復旧

費用を考慮しても、維持管理のための河川等の浚渫（堆積土砂の撤去等）が重要であり、こ

のため、地方団体が単独事業として緊急的に河川等の浚渫を実施できるよう、新たに「緊急

浚渫事業」を地方財政計画に計上するとともに、緊急的な河川等の浚渫経費について地方債

の発行を可能とするための特例措置を創設しました。 

なお、特例措置の期限である令和６年度において、浚渫事業の必要性が高い状況が継続し

ているため、特例措置の期間を令和11年度まで５年間延長しました（令和６年12月27日）。 

  〈対  象〉各分野での個別計画（河川維持管理計画等）に緊急的に実施する必要がある

箇所として位置付けた河川、ダム、砂防、治山等に係る浚渫 

    〈事業期間〉令和７年度～令和11年度 

    〈対象事業〉１ 一級河川、二級河川、準用河川、普通河川等 

２ 浚渫には、土砂等の除去・処分、樹木伐採等を含む 

３ 河川、ダム、砂防、治山に係る浚渫について、国土交通省等より対策の

        優先順位に係る基準を地方団体に示した上で、各地方団体において各分

        野の個別計画に緊急的に実施する箇所を位置付け 

    〈起債充当率〉100% 

    〈交付税措置率〉70% 

 
(8) 脱炭素化推進事業債について 

 GX実現に向けた基本方針（令和４年12月22日）において、地域脱炭素の基盤となる重点対策（再

生可能エネルギーや電動車の導入等）を率先して実施することとされるなど、地方団体の役割が

拡大したことを踏まえ、公共施設等の脱炭素化の取組を計画的に実施できるよう、令和５年度よ

り、従来の公共施設等適正管理推進事業（脱炭素化事業）を拡充し、「脱炭素化推進事業債」を

創設しました。 

温室効果ガスの「2050年ネット・ゼロ」の実現に向け、地域脱炭素を加速化させるため、対象

事業及び事業費の拡充の上、事業期間を延長しました（令和７年12月26日）。 

〈対  象〉地方公共団体実行計画に基づいて行う公共施設等の脱炭素化のための地方単

独事業 

〈事業期間〉令和８年度～令和12年度 

〈対象事業〉再生可能エネルギー設備（太陽光発電設備、バイオマス発電設備、熱利用設

備等）、及び付随する蓄電池等 
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公共施設等のZEB化（省エネ）のための設備の整備（空気調和設備その他の機

械換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機等） 

公共施設等のＬＥＤ照明の導入のための改修事業 等 

〈起債充当率〉90% 

〈交付税措置率〉財政力に応じて、30%～50% 

 
(9)復興の変遷と今後の取組について＜復興庁資料より抜粋＞ 
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(10)福島再生加速化交付金について 
 復興の動きを加速するために、長期避難者への支援から早期帰還への対応までの施策等を一括し

て国が支援するため、地方公共団体が自主的に対象事業を選択して作成した事業計画に基づく事業

に要する費用に対し、国が交付金を交付します。 
  ・福島再生加速化交付金（帰還・移住等環境整備）７分野49事業 

    町内復興拠点の整備、公的賃貸住宅等の整備 等 

  ・福島再生加速化交付金（長期避難者生活拠点形成）（コミュニティ復活交付金） 
    帰還困難区域等を持つ町村における町村外での生活拠点整備」 
  ・福島再生加速化交付金（福島定住等緊急支援）（子ども元気復活交付金） 
    全天候型運動施設の整備、遊具の更新 等 
【交付対象（土木部関連）】 

   ○福島再生加速化交付金（帰還・移住等環境整備） 
    避難指示を受けた12市町村等（各事業に応じて対象地域を設定） 
   ○福島再生加速化交付金（長期避難者生活拠点形成）（コミュニティ復活交付金） 
    長期避難者を受け入れている市町村のうち、原発避難者向け災害公営住宅を整備することとし

て、「生活拠点形成事業計画」を作成した受入市町村 
○福島再生加速化交付金（福島定住等緊急支援）（子ども元気復活交付金） 

  原発事故の影響により人口が流出し、地域の復興に支障が生じていると認められる地域 
 

 

３．各部門の重要施策 

(1)福島県過疎・中山間地域振興戦略の推進（平成25年3月策定） 
  平成25年３月、東日本大震災の影響等を踏まえ、「福島県過疎・中山間地域振興戦略」が 
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見直されました。振興戦略は、各振興局単位で設けられた地方会議により、部局間や市町村と

の連携を図りながら取り組んでおり、新たな戦略についても、震災からの復興に向け各種事業

を構築・実施しています。 

 「過疎地域自立促進特別措置法」（平成12年3月31日法律第15号）が令和３年３月末で期限

を迎えたことから、新たに令和13年３月31日まで10年間の限時法として、「過疎地域の持続的

発展の支援に関する特別措置法」が制定され、令和３年４月１日から施行されました。 

  県内では、34（35）の市町村が過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用を受

けています。（市町村のうち、一部の区域が適用されている場合を含む。括弧書きは経過措置

が適用される１村を含む。）  

 

(2)市町村合併支援道路整備事業の推進 
 平成18年３月31日に改訂した「福島県市町村合併支援プラン」の中に、合併推進債を 
活用して新市町の一体化に資する県管理道路の整備を行う「市町村合併支援道路整備事業」を

位置づけ、平成18年度に市町村合併支援道路整備事業を進めるための基本となる「市町村合併

支援道路整備計画」を作成しました。 
平成20年度には、旧合併特例法対象箇所の全22箇所に加えて、新たに新合併特例法によ 

る支援箇所を2箇所選定し、「市町村合併支援道路整備計画」を作成しました。 

  （対象事業） 
    ア 合併市町の中心部と合併関係市町村の中心部を連絡する道路の整備 
    イ 合併関係市町村内の公共施設等について、合併市町の住民による共同利用を 

促進させるのに必要な道路の整備 
  （事業の実施箇所概要） 
    「市町村合併支援道路整備計画」を対象地域ごとに作成 
    ア 事業実施年度  旧法 平成19年度～令和８年度、新法 平成21年度～令和10年度 
    イ 実施路線    旧法10市町 22箇所(17路線)、新法２市 ２箇所(2路線) 
    ウ 概算事業費合計 380億円 

   （事業の完了箇所） 
21箇所（16路線） 

 

(3)重要物流道路制度と福島県新広域道路交通計画 

   国土交通省は、平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、物流上重要な道路

輸送網を「重要物流道路」として指定し、機能強化、重点支援を実施するため「重要物流道路

制度」を創設しました。（H30.3道路法一部改正） 

   【指定による効果】 

・重要物流道路のうち、道路構造上支障のない区間について、国際海上コンテナ車（40 

ft背高）の特殊車両通行許可を不要とする措置を導入（令和元年７月31日～） 

・重要物流道路は、構造基準(高さ)4.5mから4.8mへ引上げ（高さ4.1mの車両に対応） 

   また、中長期的（概ね20～30年間）な視点から、地域の将来像を踏まえた広域的な道路交通

の今後の方向性を示した「福島県新広域道路交通ビジョン」を令和3年6月に策定しました。さ

らに、ビジョンに基づき、「福島県広域道路整備基本計画」をベースとした県の骨格を担う６

本の連携軸など、平常時・災害時を問わず物流・人流の確保を図るべき路線を位置付けた広域

道路ネットワークなどを示した「福島県新広域道路交通計画」を同じく令和３年６月に策定し

ました。 
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 (4)国際バルク戦略港湾 
   国土交通省は、資源、エネルギー、食糧等の安定的かつ安価な供給のため、「国際バルク戦

略港湾」を公募し選定を進めてきましたが、平成23年５月に東日本地域の石炭エネルギー供給

を支える拠点港として、重要港湾小名浜港が対象品目を石炭として選定されました。平成24年

７月には港湾計画を変更し、東港地区に耐震化された大水深岸壁を新たに計画しました。  

「国際バルク戦略港湾」は、今後国家戦略として「選択」と「集中」による政策実現のための

整備が図られます。 

 
(5)特定貨物輸入拠点港湾 

   第183回国会において、海上運送の効率化に資する石炭等のばら積み貨物の輸入拠点を形成

するため、国土交通大臣が指定した港湾（特定貨物輸入拠点港湾）における港湾施設の整備等

に係る協定制度を創設する等を内容とする「港湾法の一部を改正する法律（以下「改正法」と

いう。）」が成立し、平成25年６月５日に公布されました。 

また、改正法の一部の規定が平成25年12月１日から施行されたことに伴い、平成25年12月1

9日に小名浜港が全国初の特定貨物輸入拠点港湾（石炭）に指定されました。 

 

(6)カーボンニュートラルポートの形成 

  令和２年10月、政府は「2050年カーボンニュートラル」を宣言しました。脱炭素社会の実現

に向けて、国土交通省では、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化や、水素・アンモニア等の

受入環境の整備等を図るカーボンニュートラルポート（以下、「CNP」）の形成を推進してい

ます。 

  福島県においても、重要港湾である相馬港・小名浜港におけるCNPの形成に向け、令和６年

度に港湾脱炭素化推進計画を策定しました。 

 
(7)デジタル変革（ＤＸ） 

   政府は、デジタル社会の構築に向けた取組を全自治体において着実に進めていくため、「自

治体ＤＸ推進計画」（R2.12.25総務省）を策定し、デジタル変革（ＤＸ）を強力に推進してい

くこととしました。施策を推進するための「デジタル社会形成基本法」やそれを中核とする「デ

ジタル庁設置法」等のデジタル改革関連法が公布（R3.5.19）され、デジタル社会の形成に向

けた取組が一層加速するものと考えられます。 

県では、「福島県デジタル変革（ＤＸ）推進基本方針」（R3.9月）及び「福島県デジタル化

推進計画」（R4.3月）の下、行政分野・地域分野の双方でＤＸを推進してきましたが、先端技

術の本格的な活用段階への移行や地域社会におけるデジタル化需要の拡大等を踏まえ、行政

サービスの利便性の向上と、地域社会の持続的発展につながるＤＸを全県的に推進するため、

福島県デジタル化推進計画の次期計画となる「福島県ＤＸ推進戦略」を令和８年３月に策定し

ました。 

土木部においては、基本方針に基づき、社会情勢の著しい変化を踏まえ建設行政に求められ

ている課題に対応するため、「土木部ＤＸ推進計画」を令和５年３月に策定し、建設ＤＸをは

じめとして、設計、施工から管理に至る一連の建設生産システムの効率化を進めています。 

また、部内でのＤＸをさらに推し進めるため、新規取組の追加や既存取組内容の見直し更新

等を適宜行っており、令和７年３月に計画を第３版として改定しました。 
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４．関係する法律 

●福島復興再生特別措置法（平成24年3月31日施行、令和5年6月9日一部改正） 
原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島の復興及び再生が、その置かれた特殊な諸事 

情とこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえて行われるべきも 

のであることから、原子力災害からの福島の復興及び再生の基本となる福島復興再生基本方針の 

策定、避難解除等区域の復興及び再生のための特別の措置、原子力災害からの産業の復興及び再生 

のための特別の措置等について定めることにより、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進を 

図り、東日本大震災復興基本法（平成二十三年法律第七十六号）第二条の基本理念に則した東日本 

大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的としています。 

これまでの主な改正内容としては、令和２年に第２期復興・創生期間においても本格的な復興・

再生に向けた取組を加速させるため、移住等の促進、営農再開の加速化、風評被害への対応等のほ

か、福島県知事が地域の実情を踏まえて復興再生計画（避難解除等区域復興再生計画、産業復興再

生計画、重点推進計画を統合）を作成し国が認定する計画制度の見直し等について法律の一部改正

が行われ、令和４年には、福島をはじめ東北の復興を一層推進し、科学技術力・産業競争力の強化

に貢献するため、新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に資する研究開発等に関する基本

的な計画を定めるとともに、当該計画に係る研究開発等において中核的な役割を担う新たな法人と

して、福島国際研究教育機構を設立することについて法律の一部改正が行われました。 

また、令和５年には、特定復興再生拠点区域外の帰還困難区域において、帰還意向のある住民の

帰還の実現・居住人口の回復を通じた自治体全体の復興を後押しするため、「特定帰還居住区域」

の創設や、「特定帰還居住区域復興再生計画」の作成及び内閣総理大臣による認定等、法律の一部

改正が行われました。 

 

●福島復興再生基本方針 

○福島復興再生基本方針は、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策の総合的な推進を 

図るための政府の基本的な方針です。（第５条）  

○内閣総理大臣からの県知事への意見聴取手続き（県知事は県内市町村長の意見聴取）を踏まえて、 

平成２４年７月１３日に閣議決定されました。 

  ○令和３年３月２６日に改定された基本方針では、「第２期復興・創生期間においても引き続き国

が前面に立って取り組む」ことが明記され、新たな住民の移住・定住の促進や交流人口・関係人

口の拡大、農用地利用集積等の促進、各種課税の特例、国内外における風評の払拭、福島イノベ

ーション・コースト構想関係の課税の特例、国職員の派遣、国際教育研究拠点の整備などの内容

が新たに盛り込まれました。 

○令和４年８月２６日に改定された基本方針では、「福島復興再生特別措置法」の一部改正等を踏 

まえ、「福島国際研究教育機構の設立」等に関する内容が追加されました。 

○令和５年７月２８日に改定された基本方針では、「福島復興再生特別措置法」の一部改正等を踏 

まえ、「特定帰還居住区域」等に関する内容が追加されました。 

○令和７年１２月１６日に改定された基本方針では、「福島復興再生特別措置法」の一部改正等を

踏まえ、「今後の福島の復興・再生に関する最近の政府の方針や復興の進捗状況」等を反映した内

容が追加されました。 
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 ●福島復興再生計画 

○令和２年６月に改正された「福島復興再生特別措置法」において、県が「福島復興再生計画」 

 を作成し、国の認定を受ける制度が新たに創設されました。 

  ○「福島復興再生計画」は国が策定する「福島復興再生基本方針」に即して作成されており、令和

３年４月９日に国の認定を受けています。 

  ○計画期間は令和３年度から令和７年度の５年間であり、原子力災害からの復興及び再生を推進す

るために必要な事項が記載されています。 

○令和４年１２月２６日に変更認定された計画では、「福島復興再生特別措置法」の一部改正等 

を踏まえ、「福島国際研究教育機構の設立」等に関する内容が追加されました。 

○令和５年９月８日に変更認定された計画では、「福島復興再生特別措置法」の一部改正等を踏 

まえ、「特定帰還居住区域」等に関する内容が追加されました。 

○令和８年３月17日に変更認定された計画では、「福島復興再生基本方針」の改定を踏まえ、令

和８年度から始まる第３期復興・創生期間に向け、現行計画を改定しました。 

 

 

●特定復興再生拠点区域復興再生計画 

○福島復興再生特別措置法の改正（H29.5）により、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰

還困難区域内に、避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」を定めること

が可能となりました。 

○市町村長は、特定復興再生拠点区域の設定及び同区域における環境整備（除染やインフラ等の整

備）に関する計画を作成。同計画を内閣総理大臣が認定し、復興再生に向けて計画を推進します。 

【特定復興再生拠点区域復興再生計画の申請・認定状況】 

・双葉町特定復興再生拠点区域復興再生計画（認定日：平成29年 9月15日） 
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・大熊町特定復興再生拠点区域復興再生計画（認定日：平成29年11月10日） 

・浪江町特定復興再生拠点区域復興再生計画（認定日：平成29年12月22日） 

・富岡町特定復興再生拠点区域復興再生計画（認定日：平成30年 3月 9日） 

・飯舘村特定復興再生拠点区域復興再生計画（認定日：平成30年 4月20日） 

・葛尾村特定復興再生拠点区域復興再生計画（認定日：平成30年 5月11日） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ●特定帰還居住区域復興再生計画 

○福島復興再生特別措置法の改正（R5.6）により、帰還困難区域のうち特定復興再生拠点区域外の

区域において、避難指示の解除により住んでいた方々の帰還とその後の生活再建を目指す「特定

帰還居住区域」を定めることが可能となりました。 

○市町村は特定帰還居住区域の設定と環境整備に関する計画を作成。同計画を内閣総理大臣が認定

し、計画に基づき、復興・再生に向けた取組が進められています。 

【特定帰還居住区域復興再生計画の申請・認定状況】 

・大熊町特定帰還居住区域復興再生計画（認定日：令和5年9月29日）※令和8年3月24日変更認定 

・双葉町特定帰還居住区域復興再生計画（認定日：令和5年9月29日）※令和8年2月13日変更認定 

・浪江町特定帰還居住区域復興再生計画（認定日：令和6年1月16日）※令和7年3月18日変更認定 

・富岡町特定帰還居住区域復興再生計画（認定日：令和6年2月16日）※令和8年2月13日変更認定 

・南相馬市特定帰還居住区域復興再生計画（認定日：令和7年3月18日） 

・葛尾村特定帰還居住区域復興再生計画（認定日：令和7年7月29日）※令和8年3月24日変更認定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特定復興再生拠点区域の例 （双葉町）】 
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●東日本大震災復興基本法 （平成23年6月24日公布、平成26年4月18日最終改正） 
東日本大震災からの復興についての基本理念と、復興のための財源、特別区域制度の整備、 

政府の復興体制等を定め、東日本大震災からの復興と活力ある日本の再生を図ることを目的

として制定されました。基本理念では、単なる復旧にとどまらず、21世紀半ばにおける日本の

あるべき姿を目指すことを記載しています。 
財源については、復興関係以外の予算の徹底見直しを行うほか、その他の公債と区分管理 

した復興債の発行について定めました。 
復興特別区域制度については、地方公共団体の申し出により、地域の創意工夫を活かした 

復興に向けた取組を推進する法制度の措置を講ずることとしています。（→東日本大震災復興

特別区域法） 
政府の復興体制については、内閣府に置く復興対策本部、地方機関としての現地対策本部 

等を定めました。また、別法により復興庁を設置し、復興庁の設置の際には復興本部を廃止す

ることが定められました。 
 

●東日本大震災復興特別区域法（平成23年12月26日施行、令和3年9月1日最終改正） 
東日本大震災復興基本法の趣旨にのっとり、復興特別区域の基本方針、特別区域の認定や 

その実施に係る措置、復興交付金の交付等について定め、東日本大震災からの復興と活力ある

日本の再生に資することを目的として制定されました。                                

                             復興庁説明資料より 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●国土形成計画法（昭和25年6月1日施行、平成24年3月31日最終改正） 
社会経済情勢の変化に適切に対応するため「国土総合開発法」を抜本的に改正し、法律の 

題名も「国土形成計画法」に改めました。 
国土総合開発計画について、名称を国土形成計画に改めるとともに、計画事項の拡充、都 

道府県等による提案制度及び広域地方計画の創設等を行うほか、国土利用計画、各大都市圏の

整備に関する計画及び各地方の開発促進計画との調整のため所要の改正が行われました。 
平成27年8月14日に全国計画が策定され、28年3月に東北圏広域地方計画が策定されました。 
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なお、令和5年7月28日に全国計画の変更の閣議決定がなされ、東北圏においても、諸課題に

対応すべく計画を見直すこととしております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●社会資本整備重点計画法（平成15年4月1日施行、令和5年5月26日最終改正） 
道路や河川、下水道、港湾などの社会資本整備を重点的、効果的かつ効率的に推進するた 

め、社会資本整備重点計画の策定等の措置を講ずることにより、交通の安全の確保とその円滑

化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発を図り、もって

国民経済の健全な発展及び国民生活の安定と向上に寄与することを目的に制定しました。 

また、この法律に基づき、政策目標の実現に関係する事業間の連携を一層深めるため、広く国

民生活・産業活動の基盤を形成する社会資本の整備に係る各事業分野別の計画を統合し、社会

資本整備重点計画を定めました。 
社会資本整備重点計画は、当初計画が平成１５年度からの５年間、第２次計画は平成２０年

度からの５年間、第３次計画は平成２３年３月に発生した東日本大震災による大災害を踏ま

えて平成２４年８月３１日に策定、第４次計画は平成２７年度からの６年間、第５次計画は令和

３年度からの５年間、現行（第６次）計画は令和８年度から令和１２年度の期間として、令和８年

１月１６日に閣議決定されました。 
 

●公共工事の品質確保の促進に関する法律改正への対応について 

 公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１８号。以下「法」という。）改正が、

令和６年６月１９日に公布・施行され、「発注関係事務の運用に関する指針」（以下、「運用指針」と

いう。）が令和７年２月３日に関係省庁連絡会議における申合せにより改正され運用が開始されま

した。 

運用指針の趣旨を踏まえ、公共工事の品質確保の促進や適切な発注関係事務の実施に向け、福島 
県ブロック発注者協議会等を通じて、県内市町村の発注関係事務の実施状況等を把握するとともに、

発注者間の一層の連携に努め、発注者共通の課題への対応や各種施策を推進していきます。 
○福島県ブロック発注者協議会 

   ・福島県ブロック発注者協議会とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律の主旨及び東北地 
方発注者協議会の設置要領に基づき設置された組織で、国、県、市町村の公共工事の品質確保

を担当する課長等で構成しています。 
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●道路財特法による補助率等のかさ上げの継続について 

   国民の安全・安心の確保や生産性の向上等による成長力の強化などのため、道路整備に

関して「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に規定する補助率等の

かさ上げについては、引き続き、平成３０年度以降１０年間継続されます。 

   あわせて、老朽化対策などの政策課題や地域の財政状況を考慮し、以下の措置が講じら

れます。 

・地方公共団体による老朽化対策への支援の強化 

・交付金事業のかさ上げ措置の対象を重点配分対象事業に重点化 

・財政力の低い地方公共団体への支援の強化 
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所属名 スタンダード

土木総室

○洵（まこと）に日に新たに、日日に新たに、また日に新たなり
    ※昨日のことを改めて、今日の行動の正しい方向に修正する。
    ※事の本質を十分にわきまえ、反省し、勉強し、進歩し続ける
　　　 ・・・・・・・過去を未来の糧とする。【基本理念として掲示】
○原理原則を遵守し、日々の研鑽に努め、適正に事務を執行します。
○私たちは、互いに信頼し、報告・連絡・相談がしやすい、風通しのよい職場づくりに努めます。

企画技術総室
○社会変容への速やかな対応に向けて、私たちは、ＳＰＥＥＤ（迅速かつ柔軟に）、ＡＣＴＩＶＥ（進取
　 果敢に）、ＳＰＩＲＩＴ（元気に明るく）の精神で業務を行います。

道路総室 ○私たちは、安全・安心を最優先に、地域の持続的な発展を支える道づくりを進めます。

河川港湾総室
○私たちは、近年の気候変動に対応するため、事前防災対策を推進します。
○私たちは、空と海の港を通して地域の活力創生を支えます。
〇私たちは、持続的な維持管理を通じて県民の安全で安心できる暮らしを支えます。

都市総室
○私たちは、「連携」と「スピード」を常に意識して業務に取り組みます。
○私たちは、ふくしまの将来像をしっかりと見据え、魅力あるまちづくりを進めます。

建築総室
○私たちは、社会と県民のニーズに的確に応え、地域に根ざした、より良い建築をつくります。
○私たちは、感謝の気持ちを忘れずに、チームワークを発揮してチャレンジします。

県北建設事務所
　　～こころをひとつに一歩ずつ～
○私たちは、安全安心、豊かさを次代につなぐ仕事を｢ひとつひとつ｣実現します。

県中建設事務所
○私たちは、福島県の真ん中から交通・生活・交流など、福島県の発展を支えます。
〇私たちは、建設行政を通じ、ふくしまの「ひと、暮らし、しごと」づくりをシンカさせます。

県南建設事務所
○私たちは、安全・安心の確保を最優先に取り組みます。
○私たちは、自らの職責を十分に理解し、県民が求める真に必要な社会資本の整備・管理に
　 取り組みます。

会津若松建設事務所
○私たちは、周りから頼りにされる職場づくりに努めます。
　～明るく、元気で、前向きに。そして感謝を忘れずに～

喜多方建設事務所
○私たちは、地域の想いに寄り添いながら、地域の魅力を活かしたまちづくりを推進するとともに、
　 誰もが安全・安心に暮らせる社会を支え続けます。

南会津建設事務所

〇私たちは、地域の声にしっかりと耳を傾け、思いやりとおもてなしの心をもって、南会津の明日を
    拓く社会資本の整備・管理にしっかりと取り組みます。
○私たちは、地域の文化･歴史･風土などに対する深い理解のもとに、「質が高く」「長持ちする」
    「県民の皆さまに喜ばれる」社会資本の整備・管理にしっかりと取り組みます。

相双建設事務所
○私たちは、県民の視点に立って、地域の実情を踏まえた課題解決に、熱意を持って取り組みます。
○私たちは、地域の復興に合わせた社会資本の整備を進め、復興と地方創生に全力で取り組みます。

富岡土木事務所
○私たちは、復興の最前線基地である双葉郡での勤務に誇りを持ち、使命・挑戦・責任を胸に
   業務に取り組みます。

いわき建設事務所

○私たちは、次の組織理念に基づき行動します。
　 一歩ずつ　私の力が　希望を拓く
「い」一歩ずつ（一人一人の毎日の小さな積み重ねが大事）
「わ」私の力が（一人の力は小さくとも一つとして欠かせないもの）
「き」希望を拓く（小さな力の積み重ねが地域の希望となる）

相馬港湾建設事務所
○私たちは、利用者の声に耳を傾け、愛される港づくりに取り組みます。
○私たちは、さらなる飛躍を目指し、時代の潮流を見据えた「シンカ」する港づくりに努めます。
○私たちは、より安全に、より安心して港を利用できるよう、適正な維持管理に努めます。

小名浜港湾建設事務所
○私たちは、福島県の産業を支え、脱炭素社会を支援する港づくりに取り組みます。
○私たちは、魅力ある港をつくることで輝ける地域づくりを積極的に支援します。

福島空港事務所
○私たちは、福島空港を利用される皆様の安全を第一に考え業務に取り組みます。
○私たちは、空港関係者と一体となって県民の皆様に愛される魅力ある空港づくりに努めます。

県北流域下水道建設事務所
○私たちは、きれいな水環境を保全し快適な生活環境を守るため、下水道の健全な管理・運営に
    努めます。
○私たちは、災害に強い下水道を目指すため、施設の耐震化や耐水化に取り組みます。

県中流域下水道建設事務所
○私たちは、下水道を通じ良好な水環境の保全と生活環境の改善に努めます。
○私たちは、関連する市町村と連携し、持続可能な下水道事業の構築に取り組みます。

Ⅴ－６　土木部スタンダード（行動規準）一覧表

共通

本庁

出先
機関
等

土木部共通規準

◎私たちは、現場主義を徹底し、県民の視点に立ち、課題解決にしっかりと取り組みます。
◎私たちは、笑顔でさわやかな応対をこころがけるとともに、丁寧で分かりやすい説明と
    効果的な広報に努めます。
◎私たちは、原理・原則を守り、日々の研鑽に努め、適正に事務を執行します。
◎私たちは、社会の変化を的確に捉え、柔軟な発想を持ち、業務の改善に継続して
    取り組みます。
◎私たちは、互いに信頼し、報告・連絡・相談がしやすい風通しのよい職場づくりに
　  努めます。
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